
 

 

 

組合員の皆さまへ 

消費税増税・軽減税率制度実施に関連するお知らせ 

10月 1日（火）から、消費税率の 10%への引き上げ・一部の商品の税率据え置き 

（軽減税率制度）が実施されます。これに伴う、商品案内・東都生協からのご案内・

ＯＣＲ注文書の案内方法の変更をお知らせします。 

税率の変更と 
対象品目について 

2019年 9月発行 

◆配達日ごとの税率◆ 

◆軽減税率／標準税率の区分◆ 

9月 30日（月）は 
税率 8%での供給となります。 

店内での飲食と違い、 
配達は軽減税率 8％対象です。 

10月 1回の商品案内 
表示とご請求について 

さんぼんすぎ・別冊さんぼんすぎ OISHIINA、 

Kawaiina,別冊さんぼんすぎ Mekke! (めっけ)、

別冊カタログ「悠遊生活」他 

 

２．9月 30日（月） 
お届け分については 
8％課税の金額に訂正
して請求させていただ
きます。 

１．税込価格は 
変更後の税率で 
表記しています。 

酒類・雑貨ページの税込価格は 10％

で表記しています。（軽減税率対象品

はその旨記載） 

東都生協からのご案内 

２．返品・返金の際の税率は 
「お届け日時点の税率」で計算・表示します。 
（※）東都生協に起因する配達の遅れも本来の「お届け日時点の税率」で計算・表示します。 

１．軽減税率対象品は「備考」欄に「軽減 8％」
を表示させます。標準税率対象品は空欄のままです。 

◆新たな対応や重要な変更は随時ご案内します。また、ご不明な点はホームページをご確認いただくか 

コールセンターまでお問い合わせください。 

コールセンター フリーコール０１２０－１０１０－６８（月～金曜日、午前 9時～午後 6時 30分） 

ＯＣＲ注文書  
これまで通り、「税抜き価格」を表示します。 

月 火 水 木 金 供給回
配達日 9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日
税率
配達日 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日
税率 消費税8%

消費税8%

消費税10%（軽減税率対象品は8%）

9月4回

10月1回

軽減税率（８％） 標準税率（10％）

飲料・食料品
青果、米・雑穀、豆腐・納豆、肉類、水産物、
卵、牛乳・乳製品、加工食品、漬物、総菜、食
事パン・菓子パン、菓子、健康食品、飲料・お
茶・清涼飲料水など

雑貨品
日用雑貨品、切花、衛生用品、
衣類、
医薬品・医薬部外品など

ノンアルコールビール、甘酒、みりん風調味料
（アルコール分1％未満）

酒類（アルコール1％以上を含

むもの）

 
軽減8％

ご利用について 
（今回の納品書兼請求書）欄 


